
２−２ ⽇本森林学会表彰規則運⽤内規 
（副賞） 
1．⽇本森林学会表彰規則第２条に掲げる表彰は、副賞

その他を添えて⾏うことができる。その内容は理事
会で定める。 

（略称） 
2．⽇本森林学会賞、⽇本森林学会奨励賞、⽇本森林学

会功績賞、⽇本森林学会学⽣奨励賞、Journal of 
Forest Research 論⽂賞、⽇本森林学会誌論⽂賞及び
⽇本森林学会学⽣ポスター賞をそれぞれ、学会賞、
奨励賞、功績賞、学⽣奨励賞、JFR 論⽂賞、⽇林誌
論⽂賞及び学⽣ポスター賞と略称することができる。 

（授与件数） 
3．各賞の毎年の授与件数は次の通りとする。 
（1）⽇本森林学会賞は、毎年、原則として 3 件以内と

する。 
（2）⽇本森林学会奨励賞は、毎年、原則として 3 件以

内とする。 
（3）⽇本森林学会功績賞は、推薦があった場合に検討

し、毎年の件数を特定しない。 
（4）⽇本森林学会学⽣奨励賞は、毎年、原則として 3

件以内とする。 
（5）JFR 論⽂賞は、毎年、原則として 1 件とする。 
（6）⽇林誌論⽂賞は、毎年、原則として 1 件とする。 
（7）学⽣ポスター賞の授与件数は、内規で別に定める。 
（選考⼿続き） 
4．⽇本森林学会賞、⽇本森林学会奨励賞、⽇本森林学

会功績賞、⽇本森林学会学⽣奨励賞及び⽇本農学賞
候補業績の選考は次のとおり⾏う。 

1) 各賞の推薦にあたっては、次の事項を記した⽂書及
び必要に応じて電⼦ファイルを提出させるものとす
る。 

（1）候補者の候補業績概要（Ａ4 判 1 枚表裏） 
a.表彰区分（⽇本森林学会賞、⽇本森林学会奨励賞、

⽇本森林学会功績賞、⽇本森林学会学⽣奨励賞、
または⽇本農学賞候補） 

b.候補業績の著者の⽒名、⽣年⽉⽇、所属、連絡先 
c.候補業績の名称（⽇本森林学会奨励賞、⽇本森林学

会学⽣奨励賞については d の題名と同⼀） 
d.候補業績の発表年⽉⽇及び発表媒体（雑誌名等）、

著者名、題名（功績賞、⽇本農学賞候補について
は不要） 

e.候補業績の概要（2,000 字以内、共著の場合は共著
者名及び分担内容等の記載） 

（2）推薦者の⽒名、所属、連絡先（Ａ4 版 1 枚） 
（3）候補業績の別刷り等を添付（⽇本森林学会賞、⽇

本森林学会奨励賞、⽇本森林学会学⽣奨励賞）、共著
の場合は共著者の承諾書（Ａ4 版 1 枚）または原本
をスキャンしたデジタルファイル 

（4）候補業績が著書の場合、著書内容を抜粋⼜は要約
した書類（A4 版 10 ⾴以内） 

（5）⽇本森林学会学⽣奨励賞においては、候補業績投
稿時に学⽣であることを証明する書類 

2）推薦は、⾃薦または他薦 1 名によるものとする。 
3）⽇本森林学会賞、⽇本森林学会奨励賞および⽇本森

林学会学⽣奨励賞の各授賞候補業績の審査・選考は
次の⼿順で⾏う。 

（1）すべての候補者の候補業績概要を規則に定めら
れた全表彰委員に送付する。ただし、投票資格のな
い表彰委員には該当する賞の資料を送付しない。 

（2）郵送または電磁的⽅法により投票を⾏う。表彰委
員の２／３以上の有効投票数をもって、成⽴するも
のとする。期限までに投票されない場合は棄権とみ
なす。 

（3）表彰委員は、候補業績のうち、授賞に値する業績
と判断される業績 3 件以内に投票する。ただし、応
募が 3〜4 件の場合は 2 件以内、1〜2 件の場合は 1
件以内とする。投票数の多い⽅から原則、最⼤３位
まで授賞候補業績とする。 

（4）表彰委員が候補業績の著者、共著者及び推薦者で
ある場合、その賞の投票権を失う。 

（5）表彰委員⻑は審査・選考の結果を理事会に報告す
る。 

4）⽇本森林学会功績賞の授賞候補業績の審査・選考は
次の⼿順で⾏う。 

（1）すべての候補者の候補業績概要を全理事に送付
する。 

（2）理事会にて各候補業績について承認投票を⾏う。
全理事の投票をもって成⽴するものとし、全理事の
承認をもって受賞者を決定する。 

5）選考作業の⽇程はおおむね次のとおりとする。 
（1）候補業績の会員推薦受付 7〜9 ⽉ 
（2）表彰委員への審査依頼、理事への功績賞候補業績

概要の送付 10 ⽉ 
（3）学会賞・奨励賞・学⽣奨励賞の投票 11 ⽉ 
（4）理事会で投票結果の報告と功績賞の承認投票、受

賞者の決定 12 ⽉ 
（5）学術⼤会での表彰 3 ⽉ 
（内規の変更） 
5．この内規を変更する場合は、委員会が理事会に諮っ

て定める。 
 
2011 年 6 ⽉ 15 ⽇改定 
2014 年 3 ⽉ 26 ⽇改定 
2015 年 4 ⽉ 28 ⽇改定 
2016 年 4 ⽉ 26 ⽇改定 
2016 年 12 ⽉ 22 ⽇改定 
2018 年 9 ⽉ 28 ⽇改定 
2019 年 4 ⽉ 18 ⽇改定 
2021 年 4 ⽉ 26 ⽇改定 

 
 


